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令和６年第４回教育委員会会議定例会　議事録 

午後　４時００分開会 

１　日　　時　　令和６年４月２５日（木） 
午後　４時１５分閉会 

２　場　　所　　第１・２委員会室 

３　出 席 者　　高田教育長、竹下委員、西川委員、有田委員、平田委員 

４　説 明 員　　沖本教育次長兼総務学事課長、大橋参事兼教育指導担当課長、 

小早川人事管理担当課長、堀川文化生涯学習課長、 

五反田総務学事課教育総務係長、岡田総務学事課教育総務係主任 

５　会議事件 

　　付議案件 

報告第　１号　臨時代理処分の承認について（学校医の委嘱について） 

報告第　２号　臨時代理処分の承認について（学校薬剤師の委嘱について） 

議案第１３号　竹原市特別支援教育相談委員会委員の委嘱について 

 

 

○高田教育長　　　ただいまから、令和６年第４回竹原市教育委員会会議定例会を開会いた

します。 

はじめに、報告第１号「臨時代理処分の承認について（学校医の委嘱に

ついて）」を議題といたします。関係課より議案の説明をお願いします。 

〇沖本教育次長　　　報告第１号「臨時代理処分の承認について（学校医の委嘱について）」 

　兼　課　長　　でございます。議案書１ページをご覧ください。教育長に対する権限委任

規則第４条第１項の規定により、学校医の委嘱について、教育長が臨時代

理処分したので、同条第２項の規定により報告をするものでございます。

臨時代理処分をした内容につきましては、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第３４条の規定によりまして、学校医を委嘱したものでござい

ます。委嘱した学校医につきましては、３ページをお開きください。竹原

小学校につきましては、円山医院の閉院に伴い、円山信二医師から中島英
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勝医師に、また、城原輝男医師から城原直樹医師に交代いたします。これ

は、ご高齢のために交代されるものと考えております。東野小学校につき

ましては、島津誠之医師から桑原将司医師に、荘野小学校につきましては、

米田吉宏医師から桑原将司医師に、竹原中学校につきましては、島津誠之

医師から米田吉宏医師にそれぞれ交代いたします。これにつきましては、

島津医師が竹原病院から他の病院に異動されたことに伴うものであり、今

後の北部の学校の統廃合を踏まえまして、東野小学校と荘野小学校を桑原

医師に委嘱し、それに伴い、米田医師には竹原中学校をお願いするという

ものでございます。委嘱年月日は令和６年４月 1 日で、同日に臨時代理処

分を行ったものでございます。説明につきましては以上です。 

○高田教育長　　　これより質疑に入ります。何か御質問はありませんか。 

〇高田教育長　　　お諮りいたします。報告第１号は、原案のとおり承認することに御異議

ございませんか。 

○竹下委員　　　　はい。 

○西川委員　　　　はい。 

○有田委員　　　　はい。 

○平田委員　　　　はい。 

○高田教育長　　　御異議なしと認めます。よって、報告第１号は、原案のとおり承認する

ことに決定いたしました。続いて、報告第２号「臨時代理処分の承認につ

いて（学校薬剤師の委嘱について）」を議題といたします。関係課より議

案の説明をお願いします。 

〇沖本教育次長　　　報告第２号「臨時代理処分の承認について（学校薬剤師の委嘱について）」 

　兼　課　長　　でございます。議案書５ページをご覧ください。教育長に対する権限委任 

　　　規則第４条第１項の規定により学校薬剤師の委嘱につきまして教育長が臨

時代理処分したので、同条第２項の規定により報告をするものでございま

す。臨時代理処分した内容につきましては、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第３４条の規定によりまして、学校薬剤師を委嘱したもので
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ございます。委嘱した学校薬剤師につきましては、７ページをご覧くださ

い。中通小学校につきまして、倉本弘史薬剤師から立岡博之薬剤師に交代

いたします。交代されました理由につきましては、個人の都合のためと聞

いております。委嘱年月日は令和６年４月１日で、同日に臨時代理処分を

行ったものです。 

〇高田教育長　　　これより質疑に入ります。何か御質問はありませんか。 

○高田教育長　　　お諮りいたします。報告第２号は、原案のとおり承認することに御異議

ございませんか。 

○竹下委員　　　　はい。 

○西川委員　　　　はい。 

○有田委員　　　　はい。 

○平田委員　　　　はい。 

○高田教育長　　　御異議なしと認めます。よって、報告第２号は、原案のとおり承認する

ことに決定いたしました。続いて、議案第１３号「竹原市特別支援教育相

談委員会委員の委嘱について」を議題といたします。関係課より議案の説

明をお願いします。 

〇大 橋 参 事　　　議案第１３号「竹原市特別支援教育相談委員会委員の委嘱について」で 

兼教育指導担当課長　　ございます。議案書８ページをご覧ください。竹原市特別支援教育相談委

員会規則第３条により、現在、委員を委嘱しているところではありますが、

４月付けの人事異動に伴い、後任委員を委嘱することについて教育委員会

の承認を求めるものでございます。１１ページの新旧の表をご覧ください。

これまで福祉事務所長という区分で塚原市民福祉部長、その他必要と認め

る者の区分として、三原特別支援学校の松島校長を委嘱しておりましたが、

人事異動のため、新たに森重市民福祉部長、奥校長を委嘱したいと考えて

おります。なお、任期につきましては、前任者の在任期間である令和６年

６月３０日までとなっております。 
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〇高田教育長　　　これより質疑に入ります。何か御質問はありませんか。 

○高田教育長　　　お諮りいたします。議案第１３号は、原案のとおり承認することに御異

議ございませんか。 

○竹下委員　　　　はい。 

○西川委員　　　　はい。 

○有田委員　　　　はい。 

○平田委員　　　　はい。 

○高田教育長　　　御異議なしと認めます。よって、議案第１３号は，原案のとおり承認す

ることに決定いたしました。 

○高田教育長　　　本定例会に付議された議案の審議は全部終了いたしました。以上をもち

まして令和６年第４回竹原市教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

令和６年４月２５日　　午後４時１５分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


